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第３７９６号議案 

                         ２ ９ 都 第 ２ ０ ９ ７ 号 

                         福岡県都市計画審議会 殿 

 

 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５条第３項の規定に基づき、次の事項に

ついて付議します。 

 

 

 

田主丸都市計画区域の指定（福岡県指定）について 

 

 

 

平成２９年１１月２日 

 

                      福岡県知事 小 川  洋 



田主丸都市計画区域の指定 

 

 

 

 

田主丸都市計画区域を次のように指定する。 

 

 

１ 都市計画区域の名称 

  田主丸都市計画区域 

 

２ 都市計画区域に含まれる土地の区域 

福岡県久留米市田主丸町秋成、田主丸町朝森、田主丸町石垣、田主丸町以真恵、田

主丸町恵利、田主丸町上原、田主丸町志塚島、田主丸町菅原、田主丸町鷹取、田主丸

町竹野、田主丸町田主丸、田主丸町地徳、田主丸町常盤、田主丸町豊城、田主丸町中

尾、田主丸町長栖、田主丸町野田、田主丸町殖木、田主丸町船越、田主丸町牧、田主

丸町益生田、田主丸町森部、田主丸町八幡及び田主丸町吉本の全部 

  

３ 指定の理由 

  別紙のとおり 
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指定の理由 

 

 

 田主丸地区（旧浮羽郡田主丸町の区域をいう。以下同じ。）は、久留米市東部に位置し、

北側は筑後川、南側は耳納山地に面した地域である。平成２０年３月に自然公園の特別地

域、保安林区域等を除く旧田主丸町全域に準都市計画区域を指定し、一定規模以上の開発

を抑制し、土地利用の整序と環境の保全を行ってきた。しかしながら、田主丸総合支所が

位置する市街地においては、人口減少及び少子高齢化の進行が顕著であり、また、市街地

近郊では、国道 210 号バイパス沿線等への商業施設の進出など幹線道路沿線へと生活利便

施設が拡散しており、市街地における活力の低下が懸念されている。 

 そこで、久留米市は、平成２４年に合併後、市全域を対象として久留米市都市計画マス

タープランを策定し、その中で市中心部を「中心拠点」、田主丸地区を含む周辺の７か所

を「地域生活拠点」と位置付け、それぞれの拠点性を高めるとともに、各拠点間の連携を

強化する「コンパクトな拠点市街地の形成と拠点をネットワークする都市構造」を目指し

ている。 

 このため、今回、田主丸地区を対象として都市計画区域の指定を行い、地域の特性に応

じた都市づくりを行うこととする。 
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第３７９７号議案 

                         ２ ９ 都 第 ２ ０ ９ ７ 号 

                         福岡県都市計画審議会 殿 

 

 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５条第６項の規定において準用する同 

条第３項の規定に基づき、次の事項について付議します。 

 

 

 

筑後中央広域都市計画区域の変更（福岡県指定）について 

 

 

 

平成２９年１１月２日 

 

                      福岡県知事 小 川  洋 



筑後中央広域都市計画区域の変更 

 

 

 

 

筑後中央広域都市計画区域を次のように変更する。 

 

 

 

１ 都市計画区域の名称 

  筑後中央広域都市計画区域 

 

 

２ 都市計画区域に含まれる土地の区域 

 現行の筑後中央広域都市計画区域及び次の(１)に掲げる土地の区域 

 (１) 新たに都市計画区域に含まれる土地の区域 

福岡県久留米市城島町青木島、城島町 塚、城島町浮島、城島町内野、城島町江上、

城島町江上上、城島町江上本、城島町江島、城島町大依、城島町上青木、城島町下青

木、城島町下田、城島町城島、城島町四郎丸、城島町 津、城島町西青木、城島町浜、

城島町原中牟田及び城島町六町原の全部 

 (２) 都市計画から除外される土地の区域 

   なし 

 

  

３ 変更の理由 

  別紙のとおり 
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変更の理由 

 

 

【都市計画区域拡大理由】 

 城島地区（旧三潴郡城島町の区域をいう。以下同じ。）は、久留米市西部に位置し、北

側は筑後川を挟み佐賀県と南側は大川市及び大木町と接する地域である。平成２０年３月

に自然公園の特別地域、保安林区域等を除く旧城島町全域に準都市計画区域を指定し、一

定規模以上の開発を抑制し、土地利用の整序と環境の保全を行っている。しかしながら、

城島総合支所が位置する市街地においては、人口減少及び少子高齢化の進行が顕著であり、

また、市街地近郊では、ミニ開発の進行により、虫食い的に宅地、農地等が混在するなど

市街地における活力の低下が懸念されている。 

 そこで、久留米市は、平成２４年に市全域を対象として久留米市都市計画マスタープラ

ンを策定し、その中で市中心部を「中心拠点」、城島地区を含む周辺の７か所を「地域生

活拠点」と位置付け、それぞれの拠点性を高めるとともに、各拠点間の連携を強化する「コ

ンパクトな拠点市街地の形成と拠点をネットワークする都市構造」を都市づくりの目標と

している。 

この都市づくりの目標を実現していくため、今回、城島地区を対象として都市計画区域

の拡大を行うこととする。 

なお、久留米市としては、合併に伴い、市全域で一体性のある都市づくりを進める方針

であるので、今回の都市計画区域の設定により、地域の特性に応じた地域づくりを行うこ

ととしている。 

 

【統合理由】 

 福岡県では、平成２７年１０月に策定した「福岡県都市計画基本方針」に基づき、都市

計画区域において生活圏の広がりに対応した一体的な区域設定による新たな枠組みづくり

を行うこととしている。城島地区については、筑後広域都市圏において、地理的一体性及

び生活圏のつながりから、今回、筑後中央広域都市計画区域に統合することとする。 

 また、筑後中央広域都市計画区域は非線引き都市計画区域であり、城島地区についても

区域区分は定めないので、同じ土地利用コントロールを有する。 

 筑後中央広域都市計画区域における具体の地理的一体性及び生活圏のつながりは、次の

とおりである。 

 旧三潴都市計画区域及び旧大川都市計画区域を含む筑後中央広域都市計画区域及び城島

地区は、筑後川の下流域の筑紫平野西部に位置しており、地形等の自然的条件から、本来

の行政区域界に関係なく、連続した一体的な土地利用が図られている。 

 城島地区は、久留米市との合併以前は、柳川市の一部、筑後市の一部及び大川市全域を

含んでいた三潴郡の郡域であり、歴史的にも、これらと行政区画としての一体性を有して

いる。 

 また、医療圏や学区が同一であり、広域な農地を有する本区域内にあって同一の農業協

同組合単位であるなど社会的条件においても一体性が見られる。 

 国道３８５号や県道４７号主要地方道久留米城島大川線、県道７０１号城島三潴線など

の道路やそれらを基軸とするバス路線で隣接する三潴や大川と結ばれ、交通配置の状況に

おいても一体性が見られる。 

 以上のことから、筑後中央広域都市計画区域と一体の都市活動が営まれている城島地区

を今回、筑後中央広域都市計画区域に編入することとする。 
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第３７９８号議案 

                         ２ ９ 都 第 ２ ０ ９ ７ 号 

                         福岡県都市計画審議会 殿 

 

 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同 

法第１８条第１項の規定に基づき、次の事項について付議します。 

 

 

 

筑後都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更（福岡県決定）について 

 

 

 

平成２９年１１月２日 

 

                      福岡県知事 小 川  洋 



 

 

  

久留⽶⼩郡都市計画区域 

 

大牟田都市計画区域 

 

北野⼤⼑洗都市計画区域 

 

筑後中央広域都市計画区域 

 

田主丸都市計画区域 

平成  年  ⽉  ⽇告⽰ 

福 岡 県 

筑後都市圏 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（案） 
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 1

はじめに 

 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下、「都市計画区域マスタープラン」という。）は、

都市計画区域を対象とした長期的な都市づくりの方向性を示すものです。 

福岡県では、都市の拡散や都市政策課題の広域化など都市計画区域を越えた広域的な課題の増加を

背景に、各都市計画区域マスタープランの上位計画として、「福岡県都市計画基本方針（平成27年10

月）」を策定することにより、県内の各都市における市街地の機能分担、連携のあり方、広域に効果

がおよぶ道路などの都市基盤の計画等長期的な視点に立った都市の将来像を都市計画区域外を含む

県全域で示したところです。 

本都市計画区域マスタープランは、この「福岡県都市計画基本方針」に即し、広域的な視点から筑

後都市圏域の都市計画に関する基本的な方向性と主要な都市計画の決定の方針を示しています。 

これに対し、住民に身近な市街地環境に関するような市町村内において概ね完結する地域に密着し

た都市計画の詳細な方針等に関しては、市町村の都市計画に関する基本的な方針（市町村マスタープ

ラン）において、本都市計画区域マスタープランの内容を踏まえつつ、これに即して市町村ごとに定

めることになります。 

また、筑後平野周辺には５つの都市計画区域（以下「本５区域」という。）があり、線引き都市計

画区域である久留米小郡都市計画区域及び大牟田都市計画区域とその周辺の北野大刀洗都市計画区

域、筑後中央広域都市計画区域及び田主丸都市計画区域の３つの非線引き都市計画区域で構成してい

ます。 

本５区域は、自然的条件として、地形的にまとまりのある筑後平野周辺に収まっています。また、

近年の転入・転出等の人口移動及び通勤・通学、買物等の日常生活圏は、本５区域全体にわたり広域

化しています。 

このような状況を踏まえ、都市としての一体性を広域的な観点において総合的に判断すると、本５

区域は一体の都市圏として整備、開発及び保全する必要があると考えます。 

そのため、本５区域を都市圏を形成していく圏域として捉え、複数の都市計画区域で一体の都市計

画区域マスタープランを策定することとしました。 
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参考：圏域レベルでの一体的な都市計画の必要性 

交通基盤整備やモータリゼーションの進展により、県民の通勤などの生活行動が広域化していま

す。これに伴い、生活圏としてまとまりのある地域は、都市計画区域より広いものとなっており、

広域的見地からの枠組みが求められています。 

また、高次の中枢機能を持つ都市を中心とした交流の圏域は、境界が明確なものではなく、人の

流動や社会的なつながりの一部が重複するようなかたちのものとなっています。 

したがって、本県の圏域構造の実態を把握し効果的な都市計画を進めていくためには、福岡県全

体を広域的・重層的に捉えた圏域レベルで都市計画を推進していくことが必要です。 

【関係する具体的な都市計画等】 【関係する具体的な都市計画等】 【関係する具体的な都市計画等】 【関係する具体的な都市計画等】 

●市町村が定める都市計画 

・地域地区（用途地域、防火地域、風

致地区 等） 

・都市施設（道路、公園、下水道 等） 

・市街地開発事業 

・地区計画 

・住民等からの都市計画提案 等 

市町村マスタープラン 

★市町村が地域に密着した視点地域に密着した視点地域に密着した視点地域に密着した視点から 

市町村の都市計画の詳細な方針を策定 

【関係する具体的な都市計画等】 【関係する具体的な都市計画等】 【関係する具体的な都市計画等】 【関係する具体的な都市計画等】 

●都市計画の基本的な方針（主要な土

地利用、都市施設等） 

●広域的な影響を与える可能性のあ

る都市計画の調整 

・鉄道を核とした「公共交通軸」 

・大規模集客施設の立地を可能とする

都市計画 

・火葬場、ごみ処理場など供給・処理

施設の都市計画 

●県が定める都市計画 

・区域区分、臨港地区 

・国・県が管理する道路 

・国・県が設置する公園 

・鉄道、主要な河川や空港 

・２以上の市町村にわたる風致地区 

等 

●市町村の定める都市計画の協議・同

意の判断基準 

・市町村の都市将来像 

・都市経営の観点に立った都市政策 

（土地利用、都市施設、拠点整備、 

自然・景観 等） 

・地区別の将来像 

・地区別の整備課題や整備方針 

・住民参加促進に必要な事項   等 

(圏域別)都市計画区域マスタープラン 

★県が広域的視点（圏域）広域的視点（圏域）広域的視点（圏域）広域的視点（圏域）から圏域の 

都市計画の基本的な方針を策定 

・県土全体の視点から見た圏域共通の課

題や目標像 

・広域的課題調整に必要な事項 

・広域的都市づくりの方針 

・区域区分の有無及び方針 

・主要な都市計画の決定の方針 

（公共交通軸、広域核、区域区分、 

土地利用、都市施設、市街地開発、 

自然・景観         等） 

定定 定定
めめ めめ
るる るる
事事 事事
項項 項項
    

福岡県都市計画基本方針 

★県が県土全体の視点から策定 

定定 定定
めめ めめ
るる るる
事事 事事
項項 項項
    

・都市づくりの基本理念及び目標 

・集約型都市構造のイメージ 

・都市づくりの戦略 

定定 定定
めめ めめ
るる るる
事事 事事
項項 項項
    

情報の共有化、 

計画の整合性及び調整 

目標等の共有 

▲「都市計画区域マスタープラン」と「市町村マスタープラン」の役割分担イメージ 
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ブロック圏・都市圏を設定 

人の流動からみるつながりの状況 

・広域都市計画区域 

・市町村合併 等 

社会的なつながりの状況 
＋ 

＋ 

ブロック圏 広域的・重層的な交流の圏域 

都市圏 ブロック圏を基本としつつ、

都市計画の運用を念頭に置

き、境界部を明確化させた圏

域 

 

〈基本的な圏域の捉え方〉 

 

▲圏域構造の捉え方 

▲４圏域の構造 
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１．圏域の現状と課題 

（１）筑後都市圏の現状 

１）人口 

筑後都市圏は、就業機会の不足などによる長期の人口流出、高齢社会の進展など厳しい状況にあ

ります｡ 

国立社会保障・人口問題研究所の市区町村別将来人口推計（平成24年１月）によると、本計画の

目標年次である平成42年の筑後都市圏の人口は、約71万人で、現在より約14％の減少が予想されて

います。（※現在の筑後都市圏人口 約83万人[平成22年国勢調査]） 

 

２）地域特性 

本圏域は、面積約1,294k㎡、県の南部に位置し、有明海を隔て長崎県に臨んでいます。 

また、西は筑後川を隔てて佐賀県、東は大分県、南は熊本県に接し、複数の県に跨る交通の要衝

となっています。 

地形は、筑後川、矢部川の沖積平野である筑後平野を中心に、西に有明海、南は耳納連山、東は

古処山地、北は脊振山地が平野を取り囲むように配されています。 

圏域の山々はなだらかで、多くが1,000ｍ以下の高さであり、山々から流れ出る水は、筑後川、

矢部川など大小の河川から有明海に注いでいます。 

本圏域は、県南部の中核都市としての役割を担う県下第三の都市久留米市を中核とした圏域です。 

交通網は、九州自動車道をはじめ、国道３号、209号、210号、264号、322号などの道路網や、九

州新幹線、ＪＲ鹿児島本線、ＪＲ久大本線、西鉄天神大牟田線、西鉄甘木線の鉄道網が放射状に伸

びており、交通の要衝を形成しています。 

 

３）広域的位置づけ 

本圏域は、久留米市、大牟田市を中心に小郡市、大刀洗町、うきは市、八女市、広川町、筑後市、

柳川市、大川市、みやま市、大木町と日常生活圏を構成しており、広域的には福岡の影響も受け、

朝倉とネットワークを形成しています。 

広域的な取組みとして、個性豊かな都市がそれぞれの機能を連携・補完しあうネットワーク型の

広域都市として発展するために、筑後ネットワーク田園都市圏構想を推進しています。 

この広域的な都市ネットワークを基に、本圏域を筑後地域の地域色を活かした文化と産業を育む

田園都市圏として位置づけます。さらに、県際交流圏の視点から、隣接する佐賀県、熊本県、大分

県との県境を越えた連携を図る区域として位置づけられます。 

また、筑後川・矢部川を軸に、耳納山地・脊振山地・古処山地等に囲まれており、これらとつな

がりを持った豊かな自然環境を保全・創造する区域と位置づけられます。 
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（２）筑後都市圏の課題 

１）県に共通する課題 

○広域化する生活圏への対応 

広域交通体系やモータリゼーションの進展により、市町村の区域を越えて生活圏が広域化してい

ます。これら生活圏の一体性等を考慮しつつ、実態に即した都市計画区域の運用が必要となってい

ます。 

 

○人口減少への対応 

本県の人口については、近い将来、人口減少に転じることが予測されています。 

これにより、郊外部では空き家・空き地の増加による防犯性や市街地環境の悪化、公共交通や生

活利便施設の撤退などが進み、生活環境が大きく悪化していくことが懸念されます。 

また、現況で高齢者数が多い都市の中心部においても、身近な店舗等が急速に減少するなど、日

常生活に関わる様々な問題の発生が懸念されます。 

 

○都市化圧力への対応 

市街地の縁辺部において都市化圧力の拡大によるスプロール的開発やミニ開発が生じている地

域が発生しています。これらの地域の都市計画上の対応を、広域的な視点で考えなければなりませ

ん。 

 

○交流・連携を支える都市基盤整備への対応 

九州新幹線や高速自動車道などの広域交通体系の整備は進んだものの、広域の交流・連携を支え

る都市基盤はまだ十分とはいえません。この状況を踏まえ、地域を支える都市基盤の更なる充実が

求められています。 

 

○個性を生かした都市づくりへの対応 

景観法の施行を契機として、多くの市町村が景観行政団体として景観誘導の取り組みを進めてい

ます。また、「明治日本の産業革命遺産」に関する取り組みなど、地域の個性を生かした都市づく

りを進めていくことが求められています。 

 

○少子・高齢社会への対応 

高齢社会の到来に伴い、自動車から他の移動手段への移行が必要となる高齢者の増加への対応な

ど、都市計画においても、高齢者が暮らしやすいまちづくりをさらに進めていかなければなりませ

ん。また、このようなまちづくりを進めていくことにより、高齢者をはじめ多様な世代がまちで交

流し、歩くことを通じて健康増進につながるスマートウェルネスシティが形成され、医療・福祉な

どに対する社会的な費用を抑制していくことも可能となります。 

さらに、少子化の進行は将来的な人口減少にもつながり、地域の活力へ大きく影響を与えること

になるため、子育て世代にとっても暮らしやすいまちづくりを進めていかなければなりません。 
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○公共交通施策への対応 

人口減少社会の到来を前に、公共交通沿線での人口減少や公共交通を利用できない地域への都市

機能の分散が見られます。 

今後は新たな事業用地の確保が困難な拠点だけではなく、公共交通沿線への都市機能の誘導を進

めることにより公共交通需要の集約を図るなど、鉄軌道も含めた公共交通の維持・充実に関して都

市計画としても対応していくことが求められています。 

 

○自然環境保全、エネルギー問題への対応 

県民の自然環境保全に対する意識の高まりに応え、人と自然が共生できる都市づくりが求められ

ています。 

また、地球環境問題やエネルギー制約への対応として、多様なエネルギーをこれまで以上に効率

的に利用する取り組みが求められています。 

 

○防災性の向上への対応 

本県における九州北部豪雨災害や東日本大震災などにより、改めて災害への対応のあり方が問わ

れるなか、都市計画においても安全な暮らしを確保するため、このような自然災害に強い防災都市

づくりが求められています。 

 

２）筑後都市圏特有の課題 

○都市と農山漁村の特性を活かした新たな“筑後ネットワーク田園都市圏”の形成 

筑後都市圏は、豊かな自然と文化・歴史に恵まれ、多様な産業が展開し、個性ある都市が存在す

る魅力に満ちた地域です。 

本圏域では、今後とも、都市と農山漁村の特性を活かした特色ある地域づくりを進め、県民のニ

ーズに対応した、自然を活かした文化圏を形成することにより、地域の未来を拓く先駆的な取組と

して筑後ネットワーク田園都市圏の形成が必要とされています。 

 

○九州新幹線沿線や交通・物流網の整備促進及び都市機能の高度化・拠点性強化の推進 

本圏域の産業、経済の活性化に大きく寄与する九州新幹線鹿児島ルートが全線開業し、アクセス

道路などの駅周辺の整備とともに、沿線地域の整備の促進が必要とされています。併せて、有明海

沿岸道路や国道３号をはじめとした幹線道路、三池港など交通・物流網の整備を促進するとともに、

学術研究機能、都市機能の高度化と拠点性の向上が求められています。 
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○美しくゆとりがある安全・安心な地域づくりの推進 

筑後景観憲章に基づき、矢部川流域景観テーマ協定及び筑後川流域景観テーマ協定による広域的

な景観の保全・整備のルールづくりや景観モデル地区の形成を促進するとともに、筑後川水系にお

ける河川改修による治水安全度の向上や既設ダムへの導水による適切な水管理の促進、筑後広域公

園の整備、有明海の環境保全・水質改善を図るなど、美しくゆとりがあり、安全・安心な地域づく

りが求められています。 

加えて、大牟田エコタウン「ゼロエミッション（ごみゼロ）構想」に基づく、先進的な環境調和

型のまちづくりの推進が求められています。 

 

○生産基盤整備及び定住環境の充実による農林業支援の推進 

県下最大の食料供給基地として、競争力のある産地づくり、消費者が求める農産物づくりを進め

るために、低コストで高品質な農産物生産を実現する新技術や省力栽培技術を導入し、意欲的で産

地をリードする農業者への支援や生産基盤の整備を積極的に行う必要があります。また、県下でも

有数の林業地帯である本圏域の林業振興のため、生産基盤と定住環境の一層の充実を図る必要があ

ります。 

 

○先端成長産業の育成・集積及び工業団地の新規開発促進 

久留米アジアバイオ特区などを活用し、アジアにおけるバイオ産業拠点の形成や新たに研究開発

拠点が設置される等、自動車関連産業を含む先端成長産業の育成と集積を図る必要が有ります。ま

た、県南地域における産業用地が不足している状況を踏まえ、市町村と連携し、工業団地の新規開

発を促進することが求められています。 
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２．都市計画の目標 

（１）都市づくりの基本理念  

豊かな自然環境を保全・創造して、活力と住みやすさが共存した環境共生型の新たな都市圏構造

を実現するに当たって、本圏域は、筑後川・矢部川沿川で交流・連携する日常生活圏の中心的役割

を担う区域等として機能し、その役割を果たすことが求められています。 

このため、筑後川・矢部川沿川をはじめとする恵まれた自然環境や、社会的、歴史的な特徴を大

切に活かしながら、本圏域内すべての住民が、安全、快適、豊かで、しかも活力ある都市生活を享

受しつつ、人口減少・高齢社会、国際化、情報化、地球環境に配慮した暮らしを実現し、住民の価

値観の多様化、都市再生や地方分権の流れなど、様々な社会・経済の変化に対応する必要がありま

す。今後は、これらの要請に応えるため、次の５つを本圏域の都市づくりの基本理念として定める

ものとします。 

 

１）持続可能な、快適で魅力ある都市生活を支える集約型の都市づくり 

都市部における持続可能な社会を構築する上での種々の課題に的確に対応していくために、環境

負荷が少なく、多様な世代が快適で魅力ある都市生活を身近な街なかで送ることのできる「集約型

の都市づくり」への転換を目指します。 

そのために、中心市街地や鉄道駅周辺等で既存の集積のある地区、もしくは新たな交通結節機能

整備と連動したまちづくりが計画される地区を拠点として位置づけ、土地の有効利用や魅力的な市

街地空間づくりを促進し、多様な機能を備えた市街地の形成を図ります。 

あわせて、拠点間を結び、集住や都市機能の集約を促進していく軸（以下「公共交通軸」という。）

を新たに設定し、拠点間の交流や交通需要を創出しながら、公共交通の維持・充実を図り、多様な

交通手段の確保と都市機能の相互補完を図ります。 

また、市街地の緑地や農地、自然地等の保全・復元・創出を図ることにより、市街地と自然環境

が調和・共存するメリハリのある土地利用の形成を図ります。 

 

２）誇りがもてる美しい都市づくり 

都市づくりの視点を、これまでの量の充足、効率性の追求から質の充足、美の追求に転換し、世

代を受け継ぎながら、歴史の中で熟成されていく、誇りがもてる美しい都市づくりを進めます。 

そのため、美しい水と緑を生活空間に取りこみ、季節感あふれる彩り豊かで潤いのある都市づく

りを進めます。また、すべての住民が安全に安心して生活できる土台をしっかりと築きあげるとと

もに、暮らす人たちや、訪れる人たちが美しいと感じる街並みの形成を図ります。 

 

３）地力のある都市づくり 

活力ある持続的発展の源泉となる「地力」を生み出すため、既存産業の一層の高度化、多角化を

進めることにより活性化を図り、創造的な活動を行う新規産業の振興を促進するなど、活力ある産

業の構築を進めます。 

また、多様な人と情報が集散するにぎわいのある空間づくりのため、都心部商業や地域商業など

広域的に魅力ある商業の振興を図るとともに、観光などによる交流を進めます。 

17



 

 9

 

４）自然の保護や都市ストックの活用により、環境にやさしいまちづくりを進める 

豊かな自然環境の保全に配慮しながら、都市ストックを活用した効率的なまちづくりを進めると

ともに、環境負荷をおさえた省エネルギー・省資源型のまちづくりを進めることにより、国際的に

アピールできる環境都市づくりを目指します。 

 

５）住民が主体の参加と協働によるまちづくりを進める 

住民が支えあいながら生活できるまちづくりや、住民の主体的な参加に基づくまちづくり、民間

の力を活用したまちづくりを目指します。 
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▲集約型の都市づくりのイメージ 
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（２）都市づくりの目標   

「地域色を生かした文化と産業を育む田園都市圏※の形成をめざす筑後都市圏」 

 

筑後都市圏は全体が多様で豊かな自然を内包する広大な「公園」であり、「公園」の中に分散的

に都市や集落が立地する「ネットワーク田園都市圏※」として捉えられます。「公園」の景観を保全・

再生しながら、その中にコンパクトで持続可能な都市を再生し、都市をつなぐネットワークを構築

することで、相互に補完して機能を高める自立都市圏※としての「ネットワーク田園都市圏」の形

成を目指します。 

また、新たなニーズに対応した伝統工芸などの地場産業の振興や、観光や農産品など多様な地域

の資源を生かした産業の展開などを通じて、各地域の価値を高め、個性あるまちづくりを推進して

いきます。 

当圏域においては、３つの鉄道軸により南北方向は高い公共交通サービスが形成されるものの、

東西方面においては公共交通サービスの低下も懸念されることから、サービスの維持・充実を図り

ながら、各地域コア※の交流強化を進めていきます。 

 

※田園都市圏：「筑後ネットワーク田園都市圏構想」において定義された筑後都市圏のイメージであり、多くの自

然・田園地帯に個性的な都市が分散立地した都市圏のことを指す。 

※ネットワーク田園都市圏：田園都市圏の都市間が交通軸や情報などでネットワークされ、連携が図られた都市

圏像のこと。 

※自立都市圏：経済や社会、文化的に自立した都市圏のこと。 

※地域コア：県全域を見据えた圏域構造において、福岡市・北九州市の都心部と連携する周辺都市を指す。 

 

（３）基本的事項 

１）目標年次 

本計画は、おおむね20年後の都市の姿を展望するものとし、目標年次を平成42年とします。（但

し、区域区分は10年後、都市施設及び市街地開発事業については、おおむね10年以内を想定します。） 

 

２）範囲 

筑後都市圏を構成する５つの都市計画区域における名称及び範囲は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

都市計画区域 範囲 

久留米小郡都市計画区域 久留米市の一部、小郡市 

大牟田都市計画区域 大牟田市、みやま市の一部 

北野大刀洗都市計画区域 久留米市の一部、大刀洗町 

筑後中央広域都市計画区域 久留米市の一部、八女市の一部、筑後市、柳

川市、大川市、みやま市の一部、広川町 

田主丸都市計画区域 久留米市の一部 

合計 ８市２町 
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